
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。 

納期限内の納付をお願いします。       ⑤ページ

 
⑧ページ   小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 

        ⑨「入札参加資格」の追加受付について        
 市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売・役務の提供等の入

札（見積り）に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登載が必要です。 

 市の入札（見積り）に参加を希望される方は、参加資格審査申請書を提出してください。受付

期間は下記の日程で行います。 

なお、物品販売・役務の提供等に関しては、笠間市への申請となりますが、建設工事・建設コ

ンサルタント等の業務委託に関しては、茨城県入札参加資格共同受付への申請となります。（市

においては、受付手続きができませんので、ご了承ください。） 

○物品販売・役務の提供等（笠間市に郵送または持参により申請） 

 期間 7 月 2 日（月）～13 日（金）※ただし、土日を除く。 

 時間 午前 9 時～午後 5 時（正午～午後 1 時は除く） 

※申請の要項および申請書は、当市ホームページおよび財政課窓口にてご案内しています。 

※すでに市の入札参加資格者名簿（平成 23・24 年名簿、平成 25 年 5 月 31 日まで有効）へ登載

されている方は提出不要です。なお、業種の追加を希望される場合は、参加資格審査申請を提

出してください。 

○建設工事・建設コンサル等の業務委託（茨城県に電子申請システムにより申請） 

 期間 7 月 2 日（月）～6 日（金） 

※申請の要項および申請書等については、6 月中旬頃に茨城県土木部監理課ホームページにてご

案内する予定です。 

問 財政課 契約検査室（内線 219・220） 

ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/index.php?code=2341 

 

  ⑩花づくりを応援します!!  
「大好き いばらき 県民会議」では、環境

美化意識や自然を愛する感性を育むととも

に、花づくりをとおした地域コミュニティの

再生・活性化を図ることを目的に、花いっぱ

い運動に継続して取り組んでいる、または取

り組もうとしている各種団体・学校に対して

支援を行います。 

支援内容 1 団体・学校あたり 5万円以下の

支援（道具代、花の苗や種代など） 

申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、

お申し込みください。 

申込期限 8 月 31 日（金） 

※申込用紙は、笠間市教育委員会生涯学習課

にあります。また、「大好き いばらき 県

民会議」のホームページからもダウンロー

ドできます。（ホームページ http://www. 

daisuki-ibaraki.jp/kenminundo_info/ha

na.html） 

申 生涯学習課（内線 385） 

問 生涯学習課（内線 385） 

  大好き いばらき 県民会議  

℡ 029-224-8120 

⑪「北山公園ホタル観賞会」を開催
 ゲンジボタルの里づくり実行委員会では、

北山公園に生息するホタルの飼育や保護の

ために、ビオトープホタルの里づくりの整備

を通じた活動を行っています。 

 今年もホタル観賞会を開催します。やわら

かな光とともに、夜の空間を幻想的に飛び回

るホタル観賞会へぜひお越しください。 

日時 7 月 7 日(土)・14 日(土) ※雨天中止

   午後 7時 30 分～8時 30 分 

場所 北山公園内の新池(管理棟付近) 

持ち物 長靴 

参加費 無料 

問 北山公園管理事務所 ℡ 0296-78-3911

⑫耕作放棄地の再生を支援します
 市では、年々増加する耕作放棄地の解消を

はかり、優良農地を確保するために、耕作放

棄地を解消し営農活動を行うまでにかかる

費用の一部を支援します。 

 対象となる農地および補助の内容につい

ては、農政課までお問い合わせください。 

問 農政課農政企画室（内線 523） 

 

 

 

 茨城県は、農林水産省関東農政局水戸・土浦地域センターとの共催で、米穀販売事業者・米販

売農家等を対象として、主にＪＡＳ法等に基づく食品表示の研修会を開催します。 

米穀販売事業者等、米穀を取り扱う皆さんの積極的な参加をお待ちしています。 

会場 県内 6会場（水戸、行方、常陸太田、鉾田、土浦、筑西） 

開催日時・会場所在地             ※各会場とも午後 1 時から受付開始。 

日時 会場名 会場 会場住所 

7 月 2 日（月） 

午後 1時 30 分～4 時 
水戸 

水戸合同庁舎 

2 階研修室 
茨城県水戸市柵町 1-3-1 

7 月 3 日（火） 

午後 1時 30 分～4 時 
行方 

レイクエコー 

講座室 2 
茨城県行方市宇崎 1389 

7 月 6 日（金） 

午後 1時 30 分～4 時 

常陸 

太田 

常陸太田合同庁舎 

3 階中会議室 

茨城県常陸太田市山下町 

4119 

7 月 10 日（火） 

午後 1時 30 分～4 時 
鉾田 

鉾田中央公民館 

2 階第 2 会議室 
茨城県鉾田市鉾田 1444-1 

7 月 11 日（水） 

午後 1時 30 分～4 時 
土浦 

土浦合同庁舎 

本庁舎 3階第 1 会議室 
茨城県土浦市真鍋 5-17-26 

7 月 13 日（金） 

午後 1時 30 分～4 時 
筑西 

筑西合同庁舎 

1 階大会議室 
茨城県筑西市二木成 615 

内容および講師（各会場共通） 

時間 内容 講師 

午後 1時 40 分～ 

（50 分) 
ＪＡＳ法に基づく食品表示について 

農林水産省関東農政局

地域センター職員 

午後 2時 40 分～ 

（60 分） 

・米トレーサビリティ法に基づく食品表示 

について 

・県の施策紹介（食の安全・安心推進条例等） 

農林水産省関東農政局

地域センター職員、 

茨城県保健福祉部 

生活衛生課職員 

午後 3時 40 分～ 

（20 分） 
質疑  

募集対象者 県内の米穀販売事業者・米販売農家等 

参加費 無料 

申込方法 参加申込書に必要事項を記入の上、郵送、FAX または Eメールでお申し込みください。 

※参加申込書は、茨城県のホームページ「いばらき食の安全情報 web site」からもダウンロード

できます。(ホームページ http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/index.cgi) 

申込期限 各会場の開催日の 5日前まで（土日の場合は直前の金曜日まで） 

主催 農林水産省関東農政局水戸・土浦地域センターおよび茨城県の共同開催 

申・問 〒310-8555 水戸市笠原町 978-6  

茨城県保健福祉部生活衛生課 食品表示研修会担当 宛 ℡ 029-301-3420 

    FAX 029-301-0800 E メール seiei4@pref.ibaraki.lg.jp  

     

 

○21「平成 24 年度 食品表示研修会（米穀販売事業者・米販売農家等対象）」
の参加者募集 


